
〇窪科学肖

令和3年度司法試験の在学中受験の

導入等に伴うカリキュラムに関する調査

集計対象 ： 令和3年4月1日時点で学生を募集している法科大学院を持つ大学(35校）

調査基準日： 令和3年10月1 日
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■在学中受験資格（司法試験法第4条の第2項）
0法科大学院の課程に在学
0以下の2点につき、法科大学院を設置する大学の学長が認定

①法務省令で定める所定科目単位を修得していること
②1 年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあること

〔所定科目単位について〕
0法律基本科目 ※憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目

｛基礎科目：主に未修1年次で学修するもの（法学既修者認定の対象） 30単位以上
応用科目：主に未修2年次（既修1年目）以降に学修するもの 18単位以上

0倒産法・租税法・経済法・知的財産法・労働法·環境法・国際関係法（公法系）・国際関係法（私法系） 4単位以上

2 

資料4-6




















